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〈青木委員長から新年のごあいさつ〉


謹んで新春のお慶びを申し上げます。
日頃より組合活動へのご理解とご支援をいただき心より感謝申し上げます。
2026年も職場環境の改善と働く仲間の権利を守るため、一丸となって取り組んでまいります。
本年が皆さまにとって実り多い一年となりますよう祈念し、新年のご挨拶といたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

委員長　青木麻美

＜2025賃金確定交渉結果＞
●2025賃金交渉妥結できず！自治労の最大限の譲歩案・10月から賃上げ実施を提案するも、他労組との12月実施で妥結を理由に機構は拒否！

●コロナ禍の困難に報い、物価高の中の職員に対する配慮なく、2年続きで4月遡及の人勧・県準拠の基本守られず！！！しかし、

●実質賃金引下げの給料表上限の県独自号給追加(該当137人)の廃止は撤回！

●通勤手当：月途中採用者も支給、交通用具利用の増額を県準拠で勝ち取る！

●交渉結果の確認メモに「(今後も)職員の労働条件は人勧・県準拠を基本とするよう最大限努力」との文言を初めて盛り込ませ、来年交渉の足掛かりに！

●赤字対策不十分の経営責任を機構理事会に明らかにさせ、県立病院設置者の県に対し、運営負担金など県の支援強化を労使の各立場で求めることを確認！

12月24日、例年にない第５回目となる賃金交渉を開催しました。交渉は労使合意を得るのが原則であることから、交渉役員のぎりぎりの判断として、自治労として精一杯の譲歩案を上記のとおり提案しましたが、機構は他労組と妥結済みを理由に拒否したため、自治労としては妥結できませんでした。

＜交渉の主なやり取り（趣旨概要）＞
〇組合側：組合の精一杯の妥協案として10月実施はできないか？
➡機構側：前回交渉での再提案(12月実施・後掲 別紙 参照)で他組合と妥結したことから、23日の理事会でぎりぎり承認得た。自治労とは妥結できなかったのは残念だ。本日、給与規定改正を所属に通知し、理事長のメッセージを出した。

〇組合側:再提案の中身が問題。赤字改善で職場に頑張れというだけで、職員への労いもなく、来年の見通し
も立っていない。静岡など完全実施しているところもあり、職員を守る姿勢を示しているが神奈川
では見られない。赤字だから職員には仕事をもっとやれというだけで、不満が出ており、離職者出
てくる。最近の医療事故も改善必要だが、委員会の立ち上げも遅く、開催されていないとの報道も
あり、対応遅い。これでは患者は戻ってこない。医療事故には迅速な対応が不可欠であり、機構や
病院側がしっかりとした対応をしてくれなくては困る。県立病院設置者の県の責任から支援として
人件費も含めた赤字補填に必要な運営費負担金を県に求めるべきだ。
➡機構側：見通しないなど指摘は基本的にはわかるが、来年度これをやるということは、今予算作業中のため言えないが明るい材料はある。来年の診療報酬改定や国の補正予算での病院赤字対策があるが、今段階では数字は言えない。人材確保で離職者出さないよう努力する。医療事故は県議会でも厳しい意見出た。患者も戻っていない。委員会立ち上げなど、どうしても時間かかるのは理解してほしい。県からの支援は、地方独法化法85条の規定で赤字だからでは求めるのは難しい。運営費負担金について昨年本県では対象でない点で、他県では法解釈の違いにより対象となっていた点があり修正したが、規定に基づき適正な支援は求める。

〇組合側（委員長最終発言）：今年の賃上げは、例年の様に若年層に限られたものではなく、全世代を対象に平均約1万円の引上げであり、近年2～3,000円程度の賃上げにとどまってきた世代も対象。
また、給料表の号級追加が行われないため、賃金上昇が見込めない職員にも、4月遡及による賃上　げは、物価高の中で実質的な処遇改善につながる重要な機会。現在の病院を支え、築き上げてきたのは、まさに40代・50代の職員。若い人含めて、来年に向けて、賃金が上がらない状況が続くことで、職員の意欲や士気が低下することがないよう強く求める。

上記の委員長発言を今期賃金交渉の締めくくりとして、基本賃金部分は妥結できないことの前例のない確認や、通勤手当改善などの部分は合意することを次ページ以降にあるとおり、確認メモとしてまとめました。

[bookmark: _Hlk218447306]＜今期賃金交渉の評価と、今後の課題＞
◇　２年続けて人勧・県準拠による4月遡及実施ができない状況は大変残念ですが、人勧・県準拠を初めて明記させた確認メモは来年に向けた大きな足掛かりです。これを空手形にさせない取組が重要となっています。

◇  今期交渉では、機構側が累積赤字を理由に頑強に4月遡及できないことを主張し、来年の賃金改善の見通しも示さないことから、組合としても赤字改善に向けての機構の取組が必要としつつも、県立病院の経営陣（理事会）の責任を追及し、理事長等の報酬一部カットの形で機構も認めました。
あわせて、高度・専門・地域での医療サービスを提供する県立病院は、不採算部門を抱えざるを得ないことから、必要な人材確保のための職員の労働条件確保を含め、県立病院設置者として県が責任を果たすよう、労使での働きかけを確認するとともに、自治労組合としても県議会の自治労協力議員の応援も求め、県に働きかけを行っていきます。

◇　この間、2023年の宿日直明け職免問題で不十分ですが制度化実現や、24年の特勤手当見直し問題で今回　
同様妥結できずによる前例のない県労委あっせんの取組で機構の譲歩を得たこと、25年の同経過措置の新
採用者適用・手当不支給問題の経過措置適用撤回・全面支給の実現など、職場の皆さんとともに進めた自
治労独自の取組が成果を上げており、機構側も自治労組合を軽視できない状況になり、今期交渉でも機構
の対応は少しづつ改善しており、より良い労使関係の形成に前進しています。

· 　今後、基本要求（職場要求）交渉に移行しますが、労働条件改善に向け、専門資格手当新設や子の看護休暇の充実など、職場の皆さんの意見をどしどし出してください。働き甲斐のある県立病院職場に向け、力を合わせましょう！！


【県立病院機構と自治労病院労組の合意内容に関する「確認メモ」】
令和７年12月24日

確認メモ

○　令和７年度賃金確定交渉において機構から提案された別紙の内容について、自治労神奈川県立病院機構労働組合は受け入れない。ただし、現在の経営状況を踏まえ、経営者責任をまっとうするために理事長・副理事長の報酬は令和８年度も据え置いたうえで、期末報酬について理事長10％減額、副理事長５％減額することについては受け入れる。

○　今後も労使それぞれが、経営改善に向けた取組を進めるとともに、職員の労働条件は人勧・県準拠を基本とするよう最大限努力し、職員の働きに見合った診療報酬や県からの適切な運営費負担金を確保できるよう関係機関に対して働きかけていく。

○　自動車等使用者に対する通勤手当について、令和８年４月１日から別表第１のとおり、上限を「100㎞以上」とし、「60㎞以上」の部分について５㎞刻みで新たな距離区分を設けるとともに、現行の「10㎞以上15㎞未満」から「60㎞以上」までの距離区分についても引き上げる措置を講ずる。

○　月の途中で採用された職員等に対し、令和８年４月１日から採用等された月から通勤手当を支給する措置を県に準じて講ずる。

○　一般定期健康診断（一般コース・特殊業務コース）について、令和８年４月１日から常勤職員等の検査内容を拡充するとともに、非常勤職員については常勤職員等と同等の検査内容とする措置を講ずる。

別表第１
	片道の使用距離
	支給額

	５㎞未満
	2,000円

	自転車及び舟艇（原動機付のものを除く）のみを使用する職員以外の場合
　　３㎞未満
　　３㎞以上５㎞未満
	

2,500円
2,800円

	５㎞以上10㎞未満
	4,200円

	10㎞以上15㎞未満
	7,300円

	15㎞以上20㎞未満
	10,400円

	20㎞以上25㎞未満
	13,500円

	25㎞以上30㎞未満
	16,600円

	30㎞以上35㎞未満
	19,700円

	35㎞以上40㎞未満
	22,800円

	40㎞以上45㎞未満
	25,900円

	45㎞以上50㎞未満
	29,100円

	50㎞以上55㎞未満
	32,300円

	55㎞以上60㎞未満
	35,500円

	60㎞以上65㎞未満
	38,700円

	65㎞以上70㎞未満
	42,200円

	70㎞以上75㎞未満
	45,700円

	75㎞以上80㎞未満
	49,200円

	80㎞以上85㎞未満
	52,700円

	85㎞以上90㎞未満
	56,200円

	90㎞以上95㎞未満
	59,600円

	95㎞以上100㎞未満
	63,000円

	100㎞以上
	66,400円





令和７年度の職員の給与改定等に係る再提案について別紙


○　給料表については、令和７年度県人事委員会の勧告による給料表に準じて改正し、令和７年12月１日から適用する措置を講ずる。ただし、令和８年度に県が廃止する県独自の号給について存置する。

○　職員の期末手当の年間の支給月数について、令和８年度については年間の支給月数を0.025月引き上げることとし、令和８年４月１日から適用する措置を講ずる。
なお、令和８年度以降の支給月数は、６月期及び12月期それぞれ1.2625月（再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、0.7125月）とする措置を講ずる。

○　勤勉手当の年間の支給月数について、令和８年度については年間の支給月数を0.025月引き上げることとし、令和８年４月１日から適用する措置を講ずる。
なお、令和８年度以降の支給月数は、６月期及び12月期それぞれ1.0625月（再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、0.5125月）とする措置を講ずる。

〇　任期付研究員の期末手当については、令和８年度以降の支給月数は、６月期及び12月期それぞれ1.75月とする措置を講ずる。

○　特定任期付職員の期末手当については、令和８年度以降の支給月数は、６月期及び12月期それぞれ0.9625月とする措置を講ずる。
　　また、特定任期付職員の勤勉手当については、令和８年度以降の支給月数は、６月期及び12月期それぞれ0.8875月とする措置を講ずる。

○　勤勉手当の成績率については、令和８年４月１日に、別表第１のとおり改定することとする。

○　令和７年12月１日以降の地域手当の支給割合については、12.5％とする措置を講ずる。

○　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号。）に基づき神奈川県から派遣された職員の給与のうち、給料表、管理職手当、地域手当、期末手当及び勤勉手当については令和７年12月１日から、職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年10月12日条例第52号）その他神奈川県の関係規程を適用する措置を講ずる。



別表第１
	勤務成績に応じた区分
	成績率

	特に優秀
	126.75/100

	優秀
	115.25/100

	良好
	103.75/100

	良好でない
	94.75/100


２０２６年
　　　　自治労かながわ県職連合
新春のつどい[image: ]
当組合が属している自治労かながわ県職連合では、組合員の皆さんと新たな年を祝う「新春のつどい」を年明け早々開催します。
今回もお楽しみ抽選会を実施しますので、組合員の皆さんの参加をお待ちしています！
開催日時　　　２０２６年１月９日(金)　１８時３０分～
会　　　場　　　波止場会館　１階　シーサイドラウンジ　Sala
（みなとみらい線日本大通り駅から徒歩５分、象の鼻パーク隣り、大さん橋入口）

共　　催　　　自治労神奈川県関係職員連合労働組合　　　自治労神奈川県職員労働組合
　　県退職者いちょう会
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